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下野市国民健康保険税条例新旧対照表 

改正案 現行 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

（１） 法第７０３条の５に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が３３万円を

超えない世帯に係る納税義務者 

（１） 法第７０３条の５に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が３３万円を

超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について２０，

１６０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について１９，

１８０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 １４，２８０円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 １６，１７０円 

（イ） 特定世帯 ７，１４０円 （イ） 特定世帯 ８，０８５円 

（ウ） 特定継続世帯 １０，７１０円 （ウ） 特定継続世帯 １２，１２８円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について ６，７２０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について ６，０９０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ４，２００円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ５，１１０円 

（イ） 特定世帯 ２，１００円 （イ） 特定世帯 ２，５５５円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，１５０円 （ウ） 特定継続世帯 ３，８３３円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について８，４００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について５，９５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯平

等割額 １世帯について２，１００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯平

等割額 １世帯について３，５００円 

（２） 法第７０３条の５に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が３３万円に

（２） 法第７０３条の５に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が３３万円に
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被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き２７万５千円を加算した金額を超えない

世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き２７万５千円を加算した金額を超えない

世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について１４，

４００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について１３，

７００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 １０，２００円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 １１，５５０円 

（イ） 特定世帯 ５，１００円 （イ） 特定世帯 ５，７７５円 

（ウ） 特定継続世帯 ７，６５０円 （ウ） 特定継続世帯 ８，６６３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について ４，８００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について ４，３５０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ３，０００円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ３，６５０円 

（イ） 特定世帯 １，５００円 （イ） 特定世帯 １，８２５円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，２５０円 （ウ） 特定継続世帯 ２，７３８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について６，０００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について４，２５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について１，５００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について２，５００円 

（３） 法第７０３条の５に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き５０万円を加算した金額を超えない世帯

に係る国民健康保険税の納税義務者（前２号

に該当する者を除く。） 

（３） 法第７０３条の５に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き５０万円を加算した金額を超えない世帯

に係る国民健康保険税の納税義務者（前２号

に該当する者を除く。） 
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ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について５，

７６０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について５，

４８０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ４，０８０円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ４，６２０円 

（イ） 特定世帯 ２，０４０円 （イ） 特定世帯 ２，３１０円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，０６０円 （ウ） 特定継続世帯 ３，４６５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について １，９２０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について １，７４０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 １，２００円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 １，４６０円 

（イ） 特定世帯 ６００円 （イ） 特定世帯 ７３０円 

（ウ） 特定継続世帯 ９００円     （ウ） 特定継続世帯 １，０９５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について２，４００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について１，７００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について６００円     

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について１，０００円 

 


